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1. 研究開始当初の背景

(1)イスラーム化以前（西暦 16世紀まで）の

中央アジア（東トルキスタン，甘粛地方）

地域の歴史研究にとって，中央アジア現地

から発掘将来された古代ウイグル（古代ト

ルコ）語・モンゴル語・チベット語・漢語

文献資料の利用は必要不可欠である。

(2)このうち，古代ウイグル語文献は，相対

としては西暦 9~14世紀におおむね年代比

定される。その中には，多数の社会経済文

書すなわち税役制度 ・土地制度・村落制

度・交易慣習など社会経済史的諸問題に関

わる世俗文書類（契約文書・行政命令文

書・帳簿 ・書簡など）が含まれる。これら

の古代ウイグル語社会経済文書の分析に

より，編纂史料中に情報の少ない 9~14世

紀の中央アジア地域の歴史を再構成して

いくことが可能となる。

(3)中央アジア地域出士の漢文文書は，西暦 4

~10世紀の中華王朝 ・漢人政権の支配制度

（均田制・租庸調制など）の施行と運用実

態の解明において，大きな役割を果たして



きた。古代ウイグル語文書は，これらの漢
文文書に後続する時代 (9~14世紀）に属
するものであり，両資料群を併せて分析す
ることで，中央アジア地域史の通時的展開
を理解し得る。

(4)同時に，古代ウイグル語文書の過半数は
モンゴル帝国時代 (13~14世紀）に属する。
モンゴル支配下におかれたユーラシア諸
地域（中華地域・西アジア・西北ユーラシ
ア）についての歴史研究は，漢文史料・イ
スラーム史料・ヨーロッパ史料など諸言語
の編纂史料の精査を通じて，全世界的に活
発化している。古代ウイグル語文書による
モンゴル時代の中央アジア史研究は，これ
らの研究成果との照合を通じて，モンゴル
時代の共時的構造に対する総体的理解に
貢献できる。

2.研究の目的
(1)歴史上，税役制度は公権力による支配体
制の根幹をなし，被支配人民の社会的・経
済的生活に大きく影響した。一方，西暦 9

~14世紀中央アジア地域の税役制度につ
いては，未解明の問題が多く残されている。
本研究課題は，古代ウイグル語社会経済文
書の文献学的解読・歴史学的分析を通じて，
西暦9~14世紀中央アジア地域の税役制度
を再構成することを目的とした。

(2)古代ウイグル語社会経済文書は，いわゆ
る草書体のウイグル文字で筆写されてお
り，その解読はきわめて困難である。従っ
て，歴史学的な分析・利用に先だって，文
献学的作業（ウイグル文字テキストのロー
マ字転写，翻訳，註釈からなる）に基づく
信頼できる校訂テキストの提出が必要と
なる。

(3)分析に際しては，古代ウイグル語社会経
済文書のなかでも，主要な研究対象として
以下の 2種類の文書群に着目する：

①供出命令文書：公権力の必要に応じて，
人民から物件を徴発するための行政命令
文書。この文書による徴発は臨時税の性格
を有し，また恒常的に賦課される正規税
（の一部）に充当されることもあった。

②帳簿類：内容のほとんどは人名・物品名・
数量などの単純な情報であり，これまで充
分に研究されていない。しかし，歴史学的
な視点からは，官府における納税簿・課税
対象田士簿・税負担者名簿や，税負担者が
作成した支出簿，などに内容分類でき，税
役制度関係文書として注目に値する。

これらの文書群のうち，特に①に重点を
おいて解読・テキスト校訂を準備する。

(4)上記の校訂テキストに基づき，古代ウイ
グル語の税役制度について，①税役名称の
確認・抽出，②その性格・内容分類（現物
税・現金税・揺役労働などの区別），③住

民への科徴方法・運用実態，④負担の程度
などを解明する。

(5)上記の作業により，古代ウイグル語文書
に基づいて， 9~14世紀の中央アジア地域
の税役制度を，①中央アジア地域の通時性，
②モンゴル時代ユーラシア各地域の同時
代性，という 2つの視点から世界史的に位
置づける。

3.研究の方法
(1)これまでに確認し得た 86件の供出命令文
書について予備的テキスト校訂を行なう。
具体的には，既収集の写真複製・画像デー
タに基づいてテキスト転写・翻訳を準備す
る。また，全世界のウイグル語文献研究者
への資料提供という意義を考慮し，翻訳に
際しては，日本語訳とともに英訳を準備す
る。

(2)校訂作業と並行して，供出命令文書の分
類作業を行なう。分類の基準は，①書体，
②書式，③年月日記載・登場人物，④印鑑．
筆蹟・料紙他の古文書学的特徴，などであ
る。これらの相違は文書の歴史的背果（税
役制度の変遷など）に由来すると考えられ，
歴史学的分析の基礎作業となる。

(3)帳簿類については，①既収集の写真複
製・画像データによる解読・テキスト校訂，
②史料的価値のある文書の選別，を並行し
て進める。

(4)上記(1)~ (3) と並行して，英・独•仏・
露・トルコ・中国など，世界各国の研究機
関に所蔵される原文書を調査し，正確な解
読校訂を期す。

(5)特に，中国の研究機関では，供出命令文
書の調査校訂とあわせ，将来的な研究の展
開にむけて所蔵ウイグル語文書の網羅的
把握作業も行なう。

4.研究成果
(1)研究期間の 3年間を通じて， 86件の供出
命令文書（行政命令文書）のローマ字テキ
スト転写・和訳については，ほぼ確定させ
ることができた。ただし，一部のロシア所
蔵史料については，特に再実見調査を要す
ることが判明した。また，和訳については
ほぼ完成したが，英文への翻訳作業は現在
も継続中である。

(2)上記(1)の作業のなかで， 1980年前後に中
国・日本で研究された供出命令文書5件に
ついて再校訂を行なった。さらに，文書の
形態的特徴に着目して，その年代を 1330
年代以前に比定することに成功した。その
成果を英文で投稿し，まもなく刊行予定で
ある【論文①】。

(3)ウイグル文供出命令文書にみえる未解明
の税役関係術語 kiizigについて，これが唐
代漢文文書で稲役労働を意味する「番」に



由来すること，すなわちウイグル時代の税
役制度に唐代の制度に由来するものがあ
ることは旧稿（松井『東洋学報』79-4,1998) 

で論じたが，その内容をさらに増補・改訂
することができた。その結果を中国語で発
表した【論文⑪】。これにより，中国新彊
現地のウイグル語文書所蔵機関・研究者か
らの反応が期待できる。

(4)イスタンブル大学図書館に所蔵されなが
ら，これまで研究されていなかったウイグ
ル語文書 1件について校訂研究を行ない，
本文書がモンゴル帝国時代に土地所有権
利を確認するために発行された特許状で
あることを解明した。土地所有は税役科徴
に際しての重要事項であり，今後，税役制
度全体に位置づけることが期待できる。ま
た本文書は，これまでの中央アジア出土ウ
イグル語資料に類例のほとんどない書式
をもつことも着目される【論文⑩】。

(5)イスタンブル大学に写真のみ保管されて
いるウイグル語免税特許状について解
読・校訂を行ない，本文書が大元ウルス（い
わゆる元朝）ではなくチャガタイ＝ウルス
の影響下で発行されたことを解明し，中央
アジア地域における両勢力の角逐の推移
の一端を解明した。この成果は国際学会で
報告のうえ【学会発表⑤】，英文・和文で
論文化した【論文③，⑨】。なお，論文発
表後に再度イスタンブル大学を訪問調査
した結果，本文書と直接に関係する別文書
が発見され，免税特権の実態などをより詳
細に解明し得ることが判明した。この点は，
今後，現地研究者と共同で分析を進める予
定である。

(6)同様に，イスタンブル大学に写真のみ保
管されているウイグル語銀貸借契約文書
について，現地研究者と共同で論文を発表
した【論文⑧】。これもウイグル人仏教徒
の経済活動と徴税制度への対策に関係す
るものであり，下項(7)における成果を敷
術させる可能性を有する。

(7)中国廿粛省敦煽から発見されたモンゴル
語文書や石窟寺院銘文を解読校訂の上，新
彊＝東トルキスタンから廿粛河西に至る
ウイグル仏教徒の活動を考察した。その結
果，東トルキスタン～廿粛に散在するウイ
グル人仏教徒が，モンゴル帝国から免税特
権をはじめとするチベット仏教に接近し，
宗教巡礼・商業交易が表裏一体となった活
動を展開していたこと，その背景には仏教
教団に与えられた免税免役など種々の特
権があったことを解明した【論文⑥，⑦】。
以上(4)(5) (6) (7)は，世界各国のコレク

ション中のウイグル語文書を博捜する過
程で，帳簿類以外にも税役制度に関係する
文書が数点発見され，その内容が歴史学
的・文献学的にも重要であるため，帳簿類

に優先して逐次に解読・校訂を提示しつつ，
その歴史的背景について分析したもので
ある。

(8)前項(6)(7)に示したように，本研究期間
中の古代ウイグル語諸種文書の検討から，
税役制度•免税特権の再構成においてはウ
イグル仏教教団の経済的活動の分析が重
要なファクターとなり得ることが判明し
た。これに関連して，ウイグル仏教教団の
交通活動・宗教活動を示す文書や石窟銘文
の校訂研究を行なった【論文②，⑤】。本
研究期間では，これらの成果を中央アジア
地域の税役制度と直接かつ有機的に結び
つけるだけの時間的余裕がなかったが，今
後の検討課題とする予定である。
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